
グループ通算制度
完全支配関係
各法人が申告
すべての法人が義
務（ただし、親法
人がまとめて行う
ことも可）
有り

各法人の個別所得

有り
有り
非特定欠損金は通
算有り

有り

特定欠損金

特定欠損金

原則、グループ再
計算は無し

親法人及び子法人

有り

連結納税制度
完全支配関係
連結親法人が申告

親法人が義務

有り
連結グループで合
算（連結所得）
有り
無し
非特定連結欠損金
は通算有り

無し

非特定連結欠損金
扱い

特定連結欠損金

連結グループ全体
で修正

子法人

無し

適用要件
申告

電子申告

連帯納付責任

所得金額

損益通算
損益通算遮断制度

欠損金通算

欠損金通算遮断制
度
親法人の開始・加
入前欠損金
子法人の開始・加
入前欠損金
所得の修正があっ
た場合
開始・加入時の時
価評価
離脱時の時価評価

中小企業におけるグループ
通算制度導入の影響と評価

は
じ
め
に

令
和
2
年
度
の
税
制
改
正
に

よ
り
、
従
来
の
「
連
結
納
税
制

度
」
を
廃
止
し
て
、
令
和
4
年

4
月
1
日
以
後
に
開
始
す
る
事

業
年
度
か
ら
、
新
た
に
「
グ
ル

ー
プ
通
算
制
度
」
が
導
入
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
グ
ル
ー
プ

経
営
の
ス
キ
ー
ム
は
、
主
と
し

て
大
企
業
に
お
い
て
活
用
さ
れ

る
ス
キ
ー
ム
で
あ
る
が
、
本
稿

で
は
、
中
小
企
業
に
お
け
る
グ

ル
ー
プ
経
営
を
前
提
と
し
て
、

今
回
の
改
正
の
今
後
の
実
務
へ

の
影
響
と
評
価
を
行
う
。

1

改
正
の
背
景

令
和
元
年
8
月
27
日
に
連
結

納
税
制
度
に
関
す
る
専
門
家
会

合
か
ら
政
府
税
制
調
査
会
に
提

出
さ
れ
た
「
連
結
納
税
制
度
の

見
直
し
に
つ
い
て
」
に
お
い

て
、
連
結
納
税
制
度
に
つ
い

て
、「
連
結
グ
ル
ー
プ
内
の
一

法
人
が
所
得
金
額
の
計
算
を
誤

っ
た
場
合
、
連
結
グ
ル
ー
プ
内

の
全
法
人
に
つ
い
て
再
度
調
整

計
算
を
行
う
必
要
が
あ
る
た

め
、
後
発
的
に
修
更
正
事
由
が

生
じ
た
場
合
の
納
税
者
及
び
課

税
庁
の
事
務
負
担
が
過
重
と
な

っ
て
い
る
」
等
の
問
題
点
を
指

摘
し
、
後
発
的
な
修
更
正
事
由

が
生
じ
た
場
合
に
で
き
る
限
り

事
務
負
担
が
生
じ
な
い
よ
う
制

度
の
簡
素
化
を
図
る
と
と
も

に
、
組
織
再
編
税
制
と
の
整
合

性
も
図
る
こ
と
が
提
言
さ
れ

た
。

2

連
結
納
税
制
度
と
グ
ル
ー
プ
通
算
制
度
の
比

較

連
結
納
税
制
度
と
の
制
度
上

の
主
な
違
い
を
ま
と
め
る
と
左

記
の
通
り
と
な
る
。

主
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、

以
下
と
な
る
。

①

完
全
支
配
関
係
が
あ
る
各

法
人
を
納
税
単
位
と
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
課
税
所
得
を
計
算

す
る
際
に
、
通
算
グ
ル
ー
プ

内
で
発
生
し
た
損
益
通
算
等

を
行
う
。

②

通
算
親
法
人
の
グ
ル
ー
プ

通
算
制
度
開
始
・
加
入
前
の

欠
損
金
に
つ
い
て
は
、
特
定

欠
損
金
と
な
り
、
親
法
人
の

所
得
と
の
み
通
算
し
、
他
の

通
算
子
法
人
の
所
得
と
は
通

算
で
き
な
い
制
度
へ
変
更
さ

れ
た
。

③

後
発
的
に
、
通
算
法
人
の

所
得
に
異
動
が
生
じ
た
場
合

で
も
、
原
則
と
し
て
、
グ
ル

ー
プ
全
体
で
の
再
計
算
を
行

わ
な
い
仕
組
み
（
損
益
通
算

等
の
遮
断
制
度
）
が
導
入
さ

れ
た
。

3

損
益
通
算
及
び
欠
損
金
通
算
の
遮
断
制
度
に

つ
い
て

グ
ル
ー
プ
通
算
制
度
は
、
連

結
納
税
制
度
に
お
い
て
指
摘
さ

れ
て
い
た
修
正
申
告
等
に
よ
る

所
得
異
動
が
生
じ
た
際
の
課
税

庁
及
び
納
税
者
の
事
務
負
担
を

軽
減
さ
せ
る
た
め
に
以
下
の
制

度
を
新
設
し
た
。

⑴

個
別
所
得
計
算
に
お
い
て

グ
ル
ー
プ
間
損
益
通
算
及
び

欠
損
金
通
算
を
行
う
た
め
の

配
賦
計
算

連
結
所
得
計
算
を
廃
止
し

て
個
別
所
得
計
算
に
戻
し
た

う
え
で
、
個
別
所
得
と
グ
ル

ー
プ
内
の
当
年
度
の
損
益
通

算
及
び
非
特
定
欠
損
金
通
算

を
行
う
た
め
の
配
賦
計
算
の

仕
組
み
を
導
入
し
た
。

①

損
益
通
算
の
配
賦
計
算

そ
の
事
業
年
度
に
お
い
て

黒
字
と
な
っ
た
通
算
法
人

は
、
そ
の
事
業
年
度
終
了
の

日
（
以
下
、「
基
準
日
」
と

い
う
。）
に
お
い
て
当
該
通

算
法
人
と
の
間
に
通
算
完
全

支
配
関
係
が
あ
る
他
の
通
算

法
人
の
基
準
日
に
終
了
す
る

事
業
年
度
に
お
い
て
通
算
前

欠
損
金
額
が
生
ず
る
場
合
に

は
、
黒
字
が
生
じ
た
通
算
法

人
は
、
黒
字
割
合
に
応
じ
て

計
算
し
た
「
通
算
対
象
欠
損

金
額
」
の
配
賦
を
受
け
て
損

金
の
額
に
算
入
す
る
。
同
様

に
、
赤
字
が
生
じ
た
通
算
法

人
は
、
赤
字
割
合
に
応
じ
て

計
算
し
た
「
通
算
対
象
所
得

金
額
」
の
配
賦
を
受
け
、
益

金
の
額
に
算
入
す
る
。

②

非
特
定
欠
損
金
の
配
賦

計
算

欠
損
金
に
つ
い
て
は
、
当

該
通
算
法
人
の
所
得
と
の
み

通
算
が
で
き
る
「
特
定
欠
損

金
」
と
、
他
の
通
算
法
人
の

所
得
と
の
通
算
を
認
め
る

「
非
特
定
欠
損
金
」
に
区
分

し
、
非
特
定
欠
損
金
に
つ
い

て
、
個
別
所
得
計
算
過
程
に

お
い
て
、
以
下
の
配
賦
計
算

制
度
を
導
入
し
た
。

イ

各
通
算
法
人
が
有
し
て

い
る
非
特
定
欠
損
金
額
の

合
計
額
を
各
通
算
法
人
の

損
金
算
入
限
度
額
（
特
定

欠
損
金
控
除
後
）
の
構
成

比
で
按
分
し
て
、
各
通
算

法
人
ご
と
に
、「
非
特
定

欠
損
金
配
賦
額
」
を
求

め
、
当
該
「
非
特
定
欠
損

金
配
賦
額
」
と
各
通
算
法

人
が
有
す
る
非
特
定
欠
損

金
を
比
較
し
、「
非
特
定

欠
損
金
配
賦
額
」
の
方
が

大
き
い
場
合
に
は
、
そ
の

差
額
を
「
被
配
賦
欠
損
金

額
」
と
し
、「
非
特
定
欠

損
金
配
賦
額
」
の
方
が
少

な
い
場
合
に
は
、「
配
賦

欠
損
金
額
」
と
す
る
。

ロ

「
非
特
定
欠
損
金
配
賦

額
」
を
そ
の
年
度
の
各
通

算
法
人
の
「
非
特
定
欠
損

金
額
」
と
し
、
当
該
「
非

特
定
欠
損
金
額
」
に
、
一

定
の
方
法
で
計
算
し
た

「
非
特
定
損
金
算
入
割

合
」
を
乗
じ
て
「
非
特
定

損
金
算
入
限
度
額
」
を
求

め
る
。

⑵

所
得
異
動
時
の
損
益
通
算

及
び
欠
損
金
通
算
の
再
計
算

遮
断
措
置

特
定
の
通
算
法
人
に
つ
い

て
修
正
申
告
等
が
あ
り
、
所

得
の
異
動
が
生
じ
た
場
合
で

あ
っ
て
も
、
他
の
通
算
法
人

の
所
得
計
算
上
は
、
所
得
の

異
動
が
な
か
っ
た
も
の
と
し

て
、
損
益
通
算
及
び
欠
損
金

通
算
の
再
計
算
を
遮
断
す
る

措
置
を
新
設
し
た
。

⑶

損
益
通
算
及
び
欠
損
金
通

算
の
再
計
算
遮
断
措
置
の
不

適
用

通
算
事
業
年
度
の
全
て
に

つ
い
て
所
得
が
零
又
は
欠
損

で
あ
る
な
ど
の
一
定
の
要
件

を
満
た
し
た
場
合
及
び
通
算

法
人
の
所
得
に
対
す
る
法
人

税
の
負
担
を
不
当
に
減
少
さ

せ
る
結
果
と
な
る
と
税
務
署

長
が
認
め
る
と
き
に
は
、
損

益
通
算
及
び
欠
損
金
通
算
の

遮
断
措
置
は
適
用
さ
れ
な

い
。

4

中
小
企
業
の
事
業
承
継
で
の
グ
ル
ー
プ
経
営

ス
キ
ー
ム
の
活
用

先
代
経
営
者
の
悩
み
と
し

て
、
後
継
者
へ
い
つ
事
業
承
継

す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ

る
。
特
に
、
近
年
増
加
し
て
い

る
従
業
員
等
へ
の
第
三
者
承
継

の
場
合
に
は
、
経
営
権
の
委
譲

時
期
を
決
め
る
こ
と
が
難
し
い

こ
と
が
多
い
。

そ
の
一
つ
の
処
方
箋
と
し

て
、
適
格
株
式
移
転
に
よ
り
持

株
会
社
を
設
立
し
て
、
完
全
子

会
社
化
し
た
事
業
会
社
の
経
営

を
後
継
者
に
任
せ
、
自
身
は
持

株
会
社
（
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
カ

ン
パ
ニ
ー
）の
経
営
者
と
し
て
、

後
進
の
指
導
に
当
た
る
と
い
う

ス
キ
ー
ム
を
検
討
し
て
み
る
。

⑴

グ
ル
ー
プ
経
営
の
進
め
方

持
株
会
社
は
、
子
会
社
株

式
を
投
資
資
産
と
し
て
保
有

し
、
当
該
株
式
か
ら
の
リ
タ

ー
ン
に
よ
る
投
資
効
率
に
よ

り
子
会
社
の
経
営
を
評
価
す

る
。
具
体
的
に
は
、
配
当
収

益
を
持
株
会
社
の
事
業
収
益

と
し
、
当
該
事
業
収
益
か
ら

先
代
経
営
者
は
役
員
報
酬
を

得
る
こ
と
に
な
る
。
税
務
的

に
は
、
当
該
配
当
収
益
は
、

受
取
配
当
益
金
不
算
入
（
設

立
初
年
度
は
全
額
益
金
不
算

入
と
は
な
ら
な
い
の
で
注

意
）
と
な
り
、
持
株
会
社
は

常
に
欠
損
法
人
と
な
っ
て
し

ま
う
た
め
、
グ
ル
ー
プ
間
の

損
益
通
算
、
欠
損
金
通
算
を

行
う
た
め
の
税
制
上
の
仕
組

み
を
導
入
す
る
か
、
子
会
社

に
経
営
指
導
料
の
負
担
を
求

め
、
持
株
会
社
の
事
業
経
費

を
賄
う
仕
組
み
の
検
討
が
必

要
と
な
る
。

⑵

グ
ル
ー
プ
間
損
益
取
引
の

税
務
リ
ス
ク

子
会
社
が
負
担
す
る
経
営

指
導
料
に
つ
い
て
は
、
そ
の

対
価
性
が
問
題
と
な
る
こ
と

が
多
い
。
仮
に
、
こ
の
経
営

指
導
料
の
対
価
性
が
否
認
さ

れ
た
場
合
に
は
、
完
全
支
配

関
係
の
あ
る
法
人
へ
の
寄
附

金
と
な
り
、
法
人
税
法
第
37

条
第
2
項
の
規
定
に
よ
り
、

子
会
社
側
で
全
額
損
金
不
算

入
と
さ
れ
、
親
会
社
側
で

は
、
法
人
税
法
第
25
条
の
2

第
1
項
の
規
定
に
よ
り
、
受

贈
益
が
益
金
不
算
入
と
さ
れ

る
。
こ
の
結
果
、
子
会
社
側

で
課
税
所
得
が
発
生
し
、
親

会
社
側
で
は
欠
損
金
が
増
加

す
る
の
み
で
、
税
務
リ
ス
ク

が
解
消
さ
れ
な
い
。

よ
っ
て
、
グ
ル
ー
プ
経
営

を
安
全
に
運
営
す
る
に
は
、

所
得
を
通
算
さ
せ
る
連
結
納

税
制
度
の
導
入
が
必
須
と
な

り
、
今
後
は
、
グ
ル
ー
プ
通

算
制
度
の
導
入
を
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。

⑶
連
結
納
税
制
度
と
グ
ル
ー
プ

間
損
益
取
引
に
つ
い
て

連
結
納
税
制
度
に
お
い
て

は
、
子
会
社
側
で
寄
附
金
認

定
さ
れ
た
経
営
指
導
料
は
、

法
人
税
法
第
81
の
6
条
第
2

項
に
規
定
に
よ
り
全
額
損
金

不
算
入
と
さ
れ
、
親
会
社
側

で
は
、
法
人
税
法
第
25
の
2

条
第
1
項
に
よ
り
受
贈
益
が

益
金
不
算
入
と
さ
れ
る
が
、

連
結
所
得
を
計
算
す
る
過
程

に
お
い
て
、
益
金
不
算
入
額

と
損
金
不
算
入
額
が
同
額
で

加
減
算
さ
れ
、
課
税
所
得
へ

の
影
響
は
無
く
な
る
。

⑷

グ
ル
ー
プ
通
算
制
度
と
グ

ル
ー
プ
間
損
益
取
引
に
つ
い

て
グ
ル
ー
プ
通
算
制
度
に
お

い
て
は
、
個
別
所
得
計
算
と

な
る
た
め
、
子
会
社
側
で
寄

附
金
認
定
さ
れ
た
経
営
指
導

料
は
、
法
人
税
法
第
37
条
第

2
項
の
規
定
に
よ
り
、
全
額

損
金
不
算
入
と
さ
れ
、
子
会

社
が
修
正
申
告
等
を
行
い
、

親
会
社
側
で
は
、
法
人
税
法

第
25
条
の
2
第
1
項
の
規
定

に
よ
り
受
贈
益
が
益
金
不
算

入
と
さ
れ
る
も
の
の
、
グ
ル

ー
プ
通
算
制
度
に
よ
り
新
設

さ
れ
た
損
益
通
算
の
遮
断
措

置
に
よ
り
、
遮
断
措
置
の
不

適
用
の
要
件
に
該
当
し
な
い

場
合
に
は
、
親
会
社
が
自
主

的
に
更
正
の
請
求
を
行
う
必

要
が
生
じ
る
。

つ
ま
り
、
連
結
納
税
制
度

で
は
生
じ
な
か
っ
た
附
帯
税

等
が
生
じ
、
損
益
通
算
の
遮

断
措
置
よ
り
、
連
結
所
得
と

し
て
同
一
年
で
調
整
さ
れ
て

い
た
も
の
が
、
1
年
遅
れ
て

調
整
さ
れ
る
制
度
と
な
る
。

⑸

配
当
に
係
る
源
泉
所
得
税

に
つ
い
て

連
結
納
税
制
度
に
お
い
て

は
、
子
会
社
か
ら
親
会
社
へ

の
配
当
金
に
係
る
源
泉
所
得

税
に
つ
い
て
は
、
連
結
所
得

に
係
る
連
結
法
人
税
か
ら
控

除
さ
れ
る
。一
方
、グ
ル
ー
プ

通
算
制
度
の
場
合
に
は
、
単

体
納
税
と
な
る
た
め
、
子
会

社
が
黒
字
の
場
合
に
は
納
税

を
行
い
、
親
会
社
は
配
当
に

係
る
源
泉
税
を
親
会
社
の
法

人
税
か
ら
控
除
し
、
控
除
し

き
れ
な
い
場
合
に
は
還
付
を

受
け
る
こ
と
と
な
り
、
還
付

を
受
け
る
ま
で
は
連
結
納
税

制
度
よ
り
資
金
繰
り
へ
の
負

担
が
重
く
な
る
。

5

中
小
企
業
に
お
け
る
グ
ル
ー
プ
通
算
制
度
の

評
価

今
回
の
制
度
改
正
は
、
上
記

1
で
述
べ
た
よ
う
に
、
導
入
会

社
や
課
税
庁
側
に
お
い
て
、
連

結
納
税
制
度
の
事
務
負
担
が
重

い
こ
と
を
問
題
と
し
、
制
度
の

簡
素
化
に
よ
り
、
同
様
の
経
営

を
行
っ
て
い
る
企
業
グ
ル
ー
プ

間
で
の
課
税
の
中
立
性
・
公
平

性
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
。

確
か
に
、
子
会
社
が
、
1
0

0
0
社
を
超
え
る
よ
う
な
ソ
ニ

ー
、
野
村
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

な
ど
の
上
場
会
社
に
お
い
て

は
、
上
記
指
摘
に
は
合
理
性
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
中

堅
、
中
小
企
業
に
お
い
て
は
、

グ
ル
ー
プ
会
社
は
、
数
社
で
あ

る
た
め
、
仮
に
連
結
納
税
制
度

を
導
入
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
の

事
務
負
担
は
生
じ
な
い
。

新
し
く
導
入
さ
れ
た
グ
ル
ー

プ
通
算
制
度
で
は
、
後
発
的
な

修
更
正
時
の
負
担
を
軽
減
す
る

た
め
に
、
連
結
所
得
を
廃
止

し
、
個
別
所
得
計
算
と
し
た
う

え
で
、
損
益
通
算
、
欠
損
金
通

算
の
配
賦
制
度
や
、
損
益
通
算

と
欠
損
金
通
算
の
遮
断
措
置
を

新
設
し
た
が
、
そ
の
計
算
は
難

解
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

又
、
上
記
4
で
み
た
よ
う

に
、
グ
ル
ー
プ
企
業
間
で
の

様
々
な
取
引
に
つ
い
て
、
連
結

納
税
制
度
で
は
顕
在
化
し
な
か

っ
た
寄
附
金
認
定
に
よ
る
課
税

リ
ス
ク
が
、
損
益
通
算
の
遮
断

措
置
に
よ
り
、
グ
ル
ー
プ
通
算

制
度
で
は
、
顕
在
化
す
る
こ
と

も
予
想
さ
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
グ
ル
ー
プ
経

営
の
仕
組
み
は
、
喫
緊
の
課
題

で
あ
る
事
業
承
継
や
Ｍ
＆
Ａ
の

ス
キ
ー
ム
と
し
て
活
用
で
き
る

場
面
も
多
い
。
よ
っ
て
、
中
小

企
業
で
も
よ
り
活
用
し
や
す
い

グ
ル
ー
プ
通
算
制
度
と
す
べ

く
、
た
と
え
ば
、
中
小
グ
ル
ー

プ
通
算
法
人
間
で
の
グ
ル
ー
プ

損
益
取
引
に
対
す
る
損
益
通
算

及
び
欠
損
金
通
算
の
遮
断
措
置

を
不
適
用
と
す
る
制
度
や
、
外

国
税
額
控
除
と
同
様
の
配
当
に

係
る
源
泉
税
の
調
整
計
算
制
度

の
導
入
な
ど
を
検
討
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
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